恵庭市介護保険料の減免に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年４月１４日

恵庭市長　原　田　　　裕　　
恵庭市規則第１６号

　　　恵庭市介護保険料の減免に関する規則の一部を改正する規則
　恵庭市介護保険料の減免に関する規則（平成１２年規則第４５号）の一部を次のように改正する。
	現行
	改正案

	第1条～第7条　(略)

(申請及び申請内容の審査等)
第8条　介護保険料の減免を受けようとする第1号被保険者(以下「申請者」という。)は、必要事項を記載した介護保険料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、申請者のうち、前条の者にあっては、拘禁を証明する書類の提出をもって申請があったものとみなす。
2　(略)

第9条・第10条　(略)
	第1条～第7条　(略)

(申請及び申請内容の審査等)
第8条　恵庭市介護保険条例第13条第2項本文の規定による申請は、介護保険料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。ただし、介護保険料の減免を受けようとする者のうち、前条の者にあっては、拘禁を証明する書類の提出をもって申請があったものとみなす。

2　(略)

第9条・第10条　(略)


備考　改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附　則
　この規則は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。
